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一部変更(案) 事業の概要
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一部変更(案)対象事業の概要

水系 事業名 一部変更 理由

利根川 思川開発事 ・河川名 大谷川分水の中止に伴う事業規模の縮

業 大谷川及び思川 小に関する記載内容の変更を行う。

→ 南摩川、黒川及び大芦川

・南摩ダム新規利水容量

約62,500千立方メートル

→ 約18,100千立方メートル

・南摩ダム有効貯水容量

約100,000千立方メートル

→ 約50,000千立方メートル

・行川ダムの削除

・予定工期

平成20年度まで

→ 平成22年度まで

霞ヶ浦導水事 最大導水量 事業規模の縮小に関する記載内容の変

業 毎秒約35立方メートル 更を行う。

→ 毎秒約25立方メートル

利根中央土 予定工期 地元関係者との調整に期間を要したた

地改良事業 平成13年度まで め予定工期を延長する。

→ 平成15年度まで

栗原川ダム建 削除 特殊法人等整理合理化計画を踏まえ、

設事業 事業再評価の結果に基づき中止とする。

群馬用水施 新規掲上 施設の老朽化の進展による事故発生の

設緊急改築 危険性の増大と、地域の都市化・混在化

事業 の進行による事故による影響の増大を受

け、施設の機能回復や防災対策の強化

を早急に行う必要があるため新規掲上を

行う。
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群馬用水施設緊急改築事業の概要

1.事業の経緯

昭和38年度から44年度にかけて、利根川上流の赤城・榛名山麓に水資源開発公団により

建設された群馬用水施設については、7,449haの農地への用水補給を行うとともに、管理

移行後の昭和57年には水利再編により上水の給水が開始され、現在では１８市町村約９０

万人への上水の供給を行っており、将来に渡り農業生産や市民生活に不可欠な施設となっ

ている。

2.改築事業の緊急性

近年、施設の老朽化等が進んだことに加え、地域の都市化・混住化が進行したため施設

の機能回復や防災対策の強化を早急に行うことが必要となっている。さらに、２４時間通

年通水を行いながらの管理・補修での対応に苦慮している状況である。

上記の状況を踏まえて、群馬県では関係市町村の住民意識調査を実施し、住民意向をも

反映した方針を取りまとめ、老朽化や機能の低下している施設が損壊した場合に、①周辺

の人家・施設又は人的被害の可能性がある施設、②応急復旧が困難な施設、について緊急

的に改築・補強等を行うことを強く要望しているところであり、関係各者から一刻も早い

措置が望まれているところである。

3.事業計画の概要

１） 受益面積 ７，４４９ｈａ

２） 取水量 農業用水 群馬用水土地改良区 最大１４．２０ m3/s

水道用水 群馬県 最大 ４．９０９m3/s

高崎市 最大 ０．１７５m3/s

３） 主要工事計画

区 分 改 築 施 設 事業費

施設更新 電気・施設設備の更新

（ﾎﾟﾝﾌﾟ関係施設6ヶ所、通信設備1式） ５８億円

施設補強 橋脚・建物の耐震補強、管の内面補強・継ぎ手離脱防止

（水路橋16ヶ所、水管橋7ヶ所、取水工1ヶ所、管理棟建物1ヶ所、揚

水機場建物6ヶ所、PC管ｻｲﾎﾝ・暗渠6.3km） １５０億円

劣化対策 ﾋﾋﾞ割れ対策、ﾀﾜﾐ対策、調整池・支線水路の改築

（水路橋4ヶ所、開水路0.1km、調整池1ヶ所、支線水路16km） ２４億円

機能回復 土砂撤去対策のための水路改築

（開水路0.5km） １２億円

計 ２４４億円

４） 予定工期

平成１４～２０年度（７ヶ年）
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